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(57)【要約】
【課題】
　製品に着香されている香りを訴求し、試させることが
できる香りテスターにおいて、香料の使用量を抑えなが
ら、効率よくユーザーに芳香成分を噴出する香りテスタ
ーを提供する。
【解決手段】
　香りテスターが外力によって押圧されると、内部の容
積が変化する容器本体と、前記容器本体内に収納される
芳香成分を揮散する香料と、前記容器本体の内部容積の
変化に伴って前記揮散した芳香成分を容器本体外に放出
する噴出孔と、前記容器本体の内面に形成され前記揮散
した芳香成分の流れを前記噴出孔に向けて収斂させる誘
導部と、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品に着香されている香りを訴求し、試させることができる香りテスターにおいて、外
力によって押圧されると内部の容積が変化する容器本体と、前記容器本体内に収納される
芳香成分を揮散する香料と、前記容器本体の内部容積の変化に伴って前記揮散した芳香成
分を容器本体外に放出する噴出孔と、
　前記容器本体の内面に形成され前記揮散した芳香成分の流れを前記噴出孔に向けて収斂
させる誘導部と、を有することを特徴とする香りテスター。
【請求項２】
　前記誘導部は、前記揮散した芳香成分の流れを整流させる凹型形状の湾曲面を有するこ
とを特徴とする請求項１に記載の香りテスター。
【請求項３】
　前記誘導部は、前記凹型形状の湾曲面を含む凹型のドーム形状に成形したものであるこ
とを特徴とする請求項２に記載の香りテスター。
【請求項４】
　前記誘導部は、前記凹型形状の湾曲面を含む筒形状に成形したものであることを特徴と
する請求項２に記載の香りテスター。
【請求項５】
　前記誘導部は、前記ドーム形状或いは前記筒形状のうち前記香りの流れを収斂させる位
置に前記噴出孔を配置したことを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか１に記載の香
りテスター。
【請求項６】
　前記噴出孔は、揮散した前記芳香成分を前記容器本体外に放出する時に開口する弁を有
することを特徴とする請求項１又は請求項５に記載の香りテスター。
【請求項７】
　前記容器本体は、外力によって押圧されると内部の容積が変化し外力を排除した際に自
力で元の形状に復元する自己復元性を有することを特徴とする請求項１に記載の香りテス
ター。
【請求項８】
　前記容器本体は、前記着香されている製品を模した形状及び／又は装飾を有することを
特徴とする、請求項１に記載の香りテスター。
【請求項９】
　容器本体を少なくとも２以上組合せ、
前記容器本体は、前記容器本体内に収納される芳香成分を揮散する香料と、前記容器本体
の内部容積の変化に伴って前記揮散した芳香成分を容器本体外に放出する噴出孔と、
前記容器本体の内面に形成され前記揮散した芳香成分の流れを前記噴出孔に向けて収斂さ
せる誘導部と、を有し、
前記香料、前記噴出孔、及び誘導部は前記容器本体毎にそれぞれ分離していることを特徴
とする香りテスター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、製品に着香されている香りを店頭等で購入者に訴求する際に使用する香りの
テスターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、店舗で香水、化粧品、洗剤、芳香剤、消臭剤、トイレタリー製品、防虫剤等
香料が配合されている商品（製品）が販売される際、製品に着香されている香りが実際に
どのような香りであるかを、購入者がそれらを購入する前に試すことができる香りテスタ
ーや香り見本が知られている。



(3) JP 2019-10507 A 2019.1.24

10

20

30

40

50

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３１４４０１７号公報
【特許文献２】特開２００６－３４６４０６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の香りテスターは、香料収納体を台紙の香料収納体取付部に取り付け
た状態で香料収納体取付部に予め形成した噴出孔から香料収納体の第２シート材に穴を開
け、その後に台紙の折り曲げ可能な押圧部を折り曲げて香料収納体を香料収納体取付部と
押圧部とで挟圧することで、容易に香りを噴出することができる香りテスターが開示され
ている。
【０００５】
　特許文献２に記載の噴出装置は、人が使用する品物に取り付け、接触すると香りや有効
成分が噴出する噴出容器が開示されている。特許文献２の図１に記載の発明では、噴出容
器の両面テープ面に大小の適数の、口を設け、口位置を患部に貼ると、薬成分が接触のた
びに患部に補給され、バンソウ膏状の貼り薬となる発明が開示されており、特許文献２の
図２に記載の発明では、噴出容器に口や破線穴は単数か又は、複数設けてもよく、大きさ
も成分や製品に合わせ、適位置に設けた破線穴や口は、それぞれを剥離粘着シートで封を
し、任意に開閉し、内部の成分の噴出を調節することにより、内容物（薬成分）をユーザ
ーに対して噴出させて使用する発明が開示されている。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明は、香料収納体とその香料収納体を取付け且つ
噴出孔を有す香料収納体取付部と、この香料収納体取付部に取り付ける折り曲げた台紙か
らなる押圧部を構造として有しているため、構造が複雑で製造工程もまた複雑であり、量
産に関して構造のシンプル化が求められていた。加えて、香料を吸収し、且つ復元力のあ
るスポンジ等でできた香料収納体が必ず必要となるため、どうしてもスポンジに必要量以
上の香料が含浸されてしまい、香料の消費効率を考慮した構造ではなかった。更に、噴出
孔から吹出す芳香成分を含む風は、スポンジで膨らんだ袋状の香料収納体を指で押した際
に押し出される風であり、風圧、風量共に弱いため、テスターに鼻を近づけないと香りを
感知しにくい。更には、噴出孔が小さいが、常に開放状態であるため、芳香成分が噴出孔
から自然に放出され、テスターとしての持続性に改良の余地があった。
【０００７】
　また、特許文献２の発明は、人が使用する品物に取り付けて、内容物（薬成分、香り）
を補給する、又は加圧によって内容物を噴出させる構成であり、容器内における有効成分
を効率よく、口又は破線穴から供給する構造は示唆されていない。この有効成分の供給効
率によっては、当該有効成分を早く消費してしまうという場合も生じる。
【０００８】
　そこで、本発明の香りテスターは、香料から揮散した芳香成分について、前記揮散した
芳香成分の流れを前記噴出孔に向けて収斂させる誘導部を有することにより、容器本体の
内部の容積を変化させると、前記芳香成分を高密度のまま前記噴出孔から噴出し、香料の
消費を抑えながら、効率よくユーザーに芳香成分を噴出することができる香りテスターを
提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る香りテスターは、製品に着香されている香りを訴求し、試させることがで
きる香りテスターにおいて、外力によって押圧されると内部の容積が変化する容器本体と
、前記容器本体内に収納される芳香成分を揮散する香料と、前記容器本体の内部容積の変
化に伴って前記揮散した芳香成分を容器本体外に放出する噴出孔と、前記容器本体の内面
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に形成され前記揮散した芳香成分の流れを前記噴出孔に向けて収斂させる誘導部と、を有
することを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る香りテスターの前記誘導部は、前記揮散した芳香成分の流れを整流させる
凹型形状の湾曲面を有することを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る香りテスターの前記誘導部は、前記凹型形状の湾曲面を含む凹型のドーム
形状に成形したものであることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る香りテスターの前記誘導部は、前記凹型形状の湾曲面を含む筒形状に成形
したものであることを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る香りテスターは、前記ドーム形状或いは前記筒形状のうち前記香りの流れ
を収斂させる位置に前記噴出孔を配置したことを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る香りテスターの前記噴出孔は、揮散した前記芳香成分を前記容器本体外に
放出する時に開口する弁を有することを特徴とする。
【００１５】
　本発明に係る香りテスターの前記容器本体は、外力によって押圧されると内部の容積が
変化し、外力を排除した際に自力で元の形状に復元する自己復元性を有することを特徴と
する。
【００１６】
　本発明に係る香りテスターの前記容器本体は、前記着香されている製品を模した形状及
び／又は装飾を有することを特徴とする。
【００１７】
　本発明に係る香りテスターは、容器本体を少なくとも２以上組合せ、前記容器本体は、
前記容器本体内に収納される芳香成分を揮散する香料と、前記容器本体の内部容積の変化
に伴って前記揮散した芳香成分を容器本体外に放出する噴出孔と、前記容器本体の内面に
形成され前記揮散した芳香成分の流れを前記噴出孔に向けて収斂させる誘導部と、を有し
、前記香料、前記噴出孔、及び誘導部は前記容器本体毎にそれぞれ分離していることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　以上、説明したように、本発明によれば、香りテスターにおいて、外力による押圧で内
部の容積が変化する容器本体と、前記容器本体内に収納されて芳香成分を揮散する香料と
、前記容器本体の内部容積の変化に伴って前記揮散した芳香成分を容器本体外に放出する
噴出孔と、その噴出孔に容器内の芳香成分が放出される時だけ開く弁と、前記容器本体の
内面（以下内壁面）に形成され前記揮散した芳香成分の流れを前記噴出孔に向けて収斂さ
せる誘導部と、を有することにより、香料から揮散する芳香成分を収束させて、前記噴出
孔から高濃度の香りを噴出し、ユーザー（製品の購入者）に試してもらうことができる。
【００１９】
　また、芳香成分を揮散する香料を前記容器本体の内壁面に塗布又は付着等させることで
、容器本体の内壁面を香料担体として機能させ、香料を担体に含浸させる下準備作業や、
その担体を容器本体内に封入する作業を省略することができ、構造を簡略化することがで
きる。
【００２０】
　芳香成分を誘導部で収斂させる際に、芳香成分を含む気体を誘導部や前記容器本体の内
壁面に接触して通過させ、さらに前記誘導部や前記容器本体の内壁面に塗布又は付着され
た香料から芳香成分をさらに揮発させ、包含することによって、容器の噴出孔から噴出さ
れ、ユーザーに供給される芳香成分はより高濃度になる。以上のような仕組みによって、
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噴出孔から噴出される芳香成分が高濃度になるため、容器内に入れておく香料は少なくて
良くなり、且つ容器内に香料を含浸させた担体を入れなくても香りテスターとして機能す
るので、香料が担体に無駄に吸収されてしまうことを防ぐことができ、香料の使用量を抑
えることができる。
【００２１】
　また、外力の例として、ユーザーが本発明の香りテスターを手で握りしめる外力を想定
しているため、本発明の香りテスターの噴出孔から噴出する芳香成分を含んだ空気に勢い
があり、且つ指向性があるため、ユーザー（購入者）がテスターから離れていても容易に
ユーザーの鼻孔に到達させることができる。
【００２２】
　また、前記容器本体の内壁面に形成された誘導部は、凹型形状の湾曲面、凹型のドーム
形状、及び凹型形状の湾曲面を含む筒形状に成形可能であることから、容器本体の形状の
デザインに自由度を持たせることができる。
　デザインに自由度を持たせることにより、例えば、前記容器本体に、商品（製品）であ
る化粧品のボトルデザインを模した成形や装飾を施すことができる。
【００２３】
　また、ドーム形状或いは前記筒形状のうち前記香りの流れを収斂させる位置に前記噴出
孔を配置したことにより、噴出孔に向けて収斂した芳香成分の流れを、加速させて噴出さ
せることができるので、噴出孔より遠方に、例えばユーザーの鼻孔に向けて指向性を持た
せて効率よく噴出することができる。
【００２４】
　また、噴出孔に弁を設けることにより、外力を加えない限り芳香成分が容器本体外に自
然に放出されなくなるので、常時穴が開いている従来の香りテスターのように、テスター
から周囲に常に香りが拡散することを防止するができる。また、香料の無駄使いを抑える
ことができる。
【００２５】
　また、前記容器本体は、外力を排除した際に自力で元の形状に復元する自己復元性を有
するため、容器本体内にスポンジのような弾性力を有する香料収納体を入れることを必ず
しも必要としない。また、ユーザーは使用後に容器本体の形状を戻す必要が無く、次の使
用をすることができる。
【００２６】
　容器本体を少なくとも２以上組合せた香りテスターは、前記容器本体毎に香料、前記噴
出孔、及び誘導部がそれぞれ分離しており、前記容器本体毎に香料を変えることで、複数
の香りを試すことができる。
【００２７】
　容器本体を少なくとも２以上組合せた香りテスターは、前記容器本体毎に香料、前記噴
出孔、及び誘導部がそれぞれ分離しており、前記噴出孔は、他の噴出孔と相互に最も離間
する前記容器本体の位置に設けることにより、前記香料を噴出時に異なる香料の匂いが混
ざることを防ぐ事が出来る。
【００２８】
　また、本発明の香りテスターでは、構造をシンプルにし、量産を容易にした。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１（Ａ）は本発明の実施形態１に係る香りテスターの斜視図、図１（Ｂ）は図
１（Ａ）のＩ方向の断面図である。図１（Ｃ）は図１（Ａ）のＩＩ方向の断面図である。
【図２】図２（Ａ）は図１（Ａ）の容器本体の内部容積が外力による押圧で変化した場合
を示す図、図２（Ｂ）は図２（Ａ）のＩＩＩ方向の断面図である。図２（Ｃ）は図２（Ａ
）のＩＶ方向の断面図である。
【図３】図３は実施形態１に係る香りテスターの誘導部の他形状の例を示した側部断面図
である。
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【図４】図４（Ａ）は本発明の実施形態２に係る香りテスターの斜視図、図４（Ｂ）は図
４（Ａ）の側部断面図のＶ方向の断面図である。図４（Ｃ）は図４（Ａ）のＶＩ方向（噴
出孔方向）の断面図である。
【図５】図５（Ａ）は本発明の図４の容器本体の内部容積が外力による押圧で変化した場
合を示す図、（Ｂ）は図５（Ａ）のＶＩＩ方向の断面図、図５（Ｃ）は図５（Ａ）のＶＩ
ＩＩ方向（噴出孔方向）の断面図である。
【図６】図６は本発明の実施形態２に係る香りテスターの誘導部の他の使用例を示した図
である。
【図７】図７（Ａ）及び図７（Ｂ）は本発明の実施形態３に係る香りテスターの容器本体
の斜視図である。
【図８】図８（Ａ）は本発明の実施形態４に係る容器本体の斜視図、図８（Ｂ）は図８（
Ａ）のＩＸ方向の断面図、図８（Ｃ）は本発明の図８（Ｂ）の容器本体の内部容積が変化
した場合を示す断面図である。
【図９】図９（Ａ）乃至（Ｃ）は本発明の実施形態１乃至実施形態４に係る香りテスター
の外装の成形及び装飾の例を示した斜視図である。
【図１０】図１０（Ａ）乃至（Ｅ）は本発明の複数の容器本体を有する香りテスターの例
を示した図である。
【図１１】図１１（Ａ）乃至（Ｆ）は本発明の実施形態１乃至実施形態５に係る香りテス
ターの設置部材の例を示した斜視図である。
【図１２】図１２（Ａ）乃至（Ｄ）は本発明の実施形態２に係る香りテスターの設置部材
の例を示した図である。
【図１３】図１３（Ａ）乃至（Ｄ）は本発明の実施形態２に係る香りテスターの他の設置
部材の例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
　［実施形態１］
　先ず図１（Ａ）乃至（Ｃ）、図２（Ａ）乃至（Ｃ）及び図３を参照して、本発明の実施
形態１を説明する。
【００３１】
　図１（Ａ）は本発明の実施形態１に係る香りテスターの斜視図、図１（Ｂ）は図１（Ａ
）のＩ方向の断面図、図１（Ｃ）は図１（Ａ）のＩＩ方向の断面図であり、図２（Ａ）は
図１（Ａ）の容器本体の内部容積が変化した場合を示す図、図２（Ｂ）は図２（Ａ）のＩ
ＩＩ方向の断面図、図２（Ｃ）は図２（Ａ）のＩＶ方向の断面図である。
ある。
【００３２】
　香りテスター１は、図１（Ａ）乃至（Ｃ）に示すように、容器本体２は第１容器部材３
及び第２容器部材４からなり、第１容器部材３には噴出孔５と弁６と誘導部７とが設けら
れる。また、容器本体２は、香料９を密閉する内部空間である芳香成分収納部８を形成す
るように、第１容器部材３の縁部と第２容器部材４の縁部とが密着されて形成される。
【００３３】
　第１容器部材３は、容器本体が押圧されると内部容積の変化が生じた後に自力で元の形
状に戻る自己復元性を有し、芳香成分が容器本体外部に漏出しない素材であるポリプロピ
レン、ポリエチレン等の耐薬品性のある合成樹脂やゴム、合成ゴム等の弾力性のある素材
を用いて作られると好適である。
【００３４】
　また、香料９を第１容器部材３の芳香成分収納部８側の内壁面に塗布又は付着させるこ
とにより、香料９の担体としての機能を持たせても良い。
【００３５】
　また、芳香成分収納部８側の内壁面を香料９が含浸可能な素材で構成し、香料の含浸体
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としての機能を持たせても良い。但しその場合は第１容器部材３の外側を香料、油及び水
分が浸潤、漏出せず、且つガスバリア性のあるアルミ箔やアルミ蒸着フィルム等で覆う必
要がある。又は、第１容器部材３の内壁面、外側をアルミ蒸着しても良い。
【００３６】
　また、第１容器部材３の芳香成分収納部８側の内壁面を、不整面や凹凸、溝等を設ける
ことにより、香料９を塗布、付着又は含浸させ易い構造にすると好適である。
【００３７】
　噴出孔５は、第１容器部材３に貫通して設けられた孔で、第１容器部材３と一体成形し
た薄膜の弁６を有し、外力による押圧で容器本体の内部容積の変化が生じた際は、香料か
ら揮散し芳香成分収納部８に溜まっている芳香成分１０を容器本体２の外部に排出し、容
器本体が外力を排除して自力で元の形状に復元する場合には、外部の空気を芳香成分収納
部８に吸い込む機能を有する。噴出孔５は、誘導部７により前記ドーム形状或いは前記筒
形状のうち芳香成分１０の流れを収斂させる位置に配置する。つまり、噴出孔５は芳香成
分１０の流れを収斂させる位置であれば、第１容器部材３の何れの位置に設けても良い。
【００３８】
　また、噴出孔５の孔径は約０．５～２．０ｍｍ程度の大きさで良く、孔径を小さくする
ことで、噴出孔５から噴出する香りの流れを絞り、加速させて遠方まで到達させることが
できるが、孔径は１ｍｍ程度が好適である。但し、このサイズに限定されない。
【００３９】
　弁６は、噴出孔５を塞ぐように、第１容器部材３と一体成形で設けられた、開閉可能な
薄膜の弁である。外力による押圧で容器本体２の内部容積の変化が生じた場合は、弁６は
、空気圧によって芳香成分収納部８側から第１容器部材３の外側に向かって開口し、芳香
成分収納部８内部から芳香成分１０を容器本体２の外部に排出する機能を有する。また、
容器本体２が外力を排除して自力で元の形状に復元する場合には、弁６は、第１容器部材
３の外側から芳香成分収納部８内部に向かって開口し、外部の空気を芳香成分収納部８内
部に吸い込む機能を有する。
【００４０】
　また、容器本体２の内部容積が変化しない平静時には、弁６は、噴出孔５を塞ぐ位置に
静止し、芳香成分１０が容器本体２の内部（芳香成分収納部８）から噴出孔５を通って自
然に放出されることを防止する機能を有する。
【００４１】
　なお、図１（Ｂ）及び図２（Ｂ）に示す弁６は、噴出孔５を左右２枚の弁で塞いで開閉
する構造を説明しているが、噴出孔５を１枚以上の弁で塞いで開閉可能な構造であれば良
く、特に限定する物ではない。また、弁６は、第１容器部材３と一体成形で設けられた構
造について説明しているが、弁６を第１容器部材３と別体で成型し、噴出孔５を塞いで開
閉可能に設けるようにしても良い。
【００４２】
　このように、噴出孔５の孔径を小さくし、弁６を設けることで、芳香成分１０が容器本
体２の内部から噴出孔５を通って自然に放出されることを防止し、香料９の使用量を抑え
ることができる。
【００４３】
　誘導部７は、第１容器部材３を立体成形して形成され芳香成分収納部８の一部を構成す
ると共に、容器本体２が押圧され内部容積の変化が生じた際に芳香成分収納部８に溜まっ
ている芳香成分１０の流れを噴出孔５に向けて収斂させる機能を有する。誘導部７の形状
は、図１（Ｂ）に示す様に、第１容器部材３の誘導部７が立設する位置から、凹型形状の
湾曲面を含む凹型のドーム形状に形成されており、芳香成分１０が滞りなく噴出孔５まで
流れ、収斂させる形状を有している。
【００４４】
　第２容器部材４は、第１容器部材３の縁部と第２容器部材４の縁部とが密着し密閉する
内部空間である芳香成分収納部８を形成する。香料９を第１容器部材３の芳香成分収納部
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８側の内壁面に塗布又は付着させることにより、香料９の担体としての機能を持たせても
良い。
第２容器部材４は、香料９が容器本体２の外部に浸潤・漏出しない素材であるポリプロピ
レン、ポリエチレン等の耐薬品性のある合成樹脂等の素材を用いて作られると好適である
。また、自己復元性を有する素材であることが望ましく、第１容器部材３と同一の素材を
用いても良い。
【００４５】
　また、第２容器部材４の芳香成分収納部８側の内壁面を香料９が含浸可能な素材で構成
し、香料の含浸体としての機能を持たせても良い。但しその場合は第２容器部材４の外側
を香料、油及び水分が浸潤、漏出せず、且つガスバリア性のあるアルミ箔やアルミ蒸着フ
ィルム等で覆う必要がある。
【００４６】
　第２容器部材４もまた、芳香成分収納部８側の内壁面を、不整面や凹凸、溝等を設ける
ことにより、香料９を塗布、付着又は含浸させ易い構造にすると好適である。
　また、第１容器部材３と同様に、第２容器部材４にも誘導部７を立体成形し、自己復元
性を有するようにしても良い。
【００４７】
　芳香成分収納部８は、前述のように、第１容器部材３の縁部と第２容器部材４の縁部と
が密着されて囲まれて設けられた密閉空間である。図１（Ａ）及び図３に示すように、芳
香成分収納部８は誘導部７が立設して作る空間にほぼ包含される。芳香成分収納部８の内
部には、香料９が揮発して生成される芳香成分１０が浮遊する。そして外力によって容器
本体２が押圧されると、当該芳香成分収納部８内部の揮発した芳香成分は誘導部７に誘導
されて芳香成分収納部８の唯一の開口部である噴出孔５に収斂され、弁６が開き、ここか
ら外部に放出されることになる。
【００４８】
　香料９は、常温で芳香成分１０が揮散する粘度のある液体、もしくはペースト状、ゼリ
ー状であって、第１容器部材３及び第２容器部材４の双方又は一方の内壁面に塗布又は付
着され、この香料９から揮散する芳香成分１０が、密閉空間である芳香成分収納部８に充
満する。
【００４９】
　また、香料９は第１容器部材３及び第２容器部材４の内壁面に塗布又は付着させる方法
の他に、シリカゲル、不織布、フェルト、紙材、樹脂、セラミック、セルロース等の保持
材に香料を含浸させた担体や、香料を顆粒状もしくは粉末状にした物を芳香成分収納部８
や誘導部７に設置するようにしても良い（図９参照）。
【００５０】
　次に、図３について説明する。図３は、誘導部１７の形状の例を示す断面図であり、誘
導部１７は芳香成分１０の流れを整流させる凹型形状の湾曲面の形状を有している。この
ように、誘導部１７は湾曲面を含み芳香成分収納部１８に揮散している芳香成分１０が滞
りなく噴出孔１５まで流れ、収斂させる形状であればどのような形状でも良い。
【００５１】
　また、誘導部１７にも、香料１９を塗布又は付着させることにより、香料１９の担体と
しての機能を持たせることができる。この場合、誘導部１７の担体となる面を、不整面や
凹凸、溝等を設けることにより、香料１９を塗布又は付着させ易い構造にすると好適であ
る。
【００５２】
　このように、図１（Ａ）及び図３に示す、誘導部７、１７の何れの形状においても、容
器本体２、１２の何れの位置が変形して内部容積の変化が生じた場合でも、芳香成分１０
を、噴出孔５、１５に向けて収斂させることができる機能を有している。誘導部７、１７
は、芳香成分１０を噴出孔５、１５に向けて収斂させることで、噴出孔５、１５から噴出
する芳香成分１０をユーザーに供給（噴出）することが可能となる。
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【００５３】
　なお、図３に示す、容器本体１２、第１容器部材１３、第２容器部材１４、噴出孔１５
、弁１６、誘導部１７、芳香成分収納部１８、及び香料１９は、図１（Ａ）乃至（Ｃ）に
示す香りテスター１と同様な構成、機能を有しているので、詳細な説明は省略する。
【００５４】
　次に、香りテスター１の容器本体２が外力を加えられて内部容積の変化が生じる際の動
作について図２（Ａ）乃至（Ｃ）を用いて説明する。
【００５５】
　図２（Ａ）乃至（Ｃ）は、容器本体２の第１容器部材３に外力が加えられた状態を示す
図である。第１容器部材３に外力が加わり、押圧されると芳香成分収納部８の容積の変化
が生じ、芳香成分１０を含む芳香成分収納部８内部の空気が押し出され、誘導部７に誘導
されて、噴出孔５に収斂される。
【００５６】
　このとき、図２（Ｂ）及び図２（Ｃ）に示すように、容器本体２内の芳香成分１０を含
む空気は、第１容器部材３の内壁面からなる誘導部７及び第２容器部材４の誘導部７に誘
導されつつ、１回～複数回にわたって第１容器部材３と第２容器部材４の誘導部７に衝突
や接触を繰り返して、噴出孔５に向かって流れることで、誘導部７（第１容器部材３及び
第２容器部材４）の内壁面に塗布された香料９から芳香成分１０をさらに拾い、包含する
ことで濃度を増しつつ噴出孔５に収斂され、弁６を押し開き、芳香成分１０を含む空気は
噴出孔５からユーザーに向けて供給（噴出）される。
【００５７】
　このように、本発明による香りテスター１から噴出される芳香成分１０は高濃度となる
ので、容器本体２に入れておく香料９の使用量は極めて少なくて良く、結果として製造コ
ストを抑えることができるので、効果的で経済性の高い香りテスター１となる。
【００５８】
　また、噴出孔５の孔径を小さくすることで、噴出孔５から噴出する香り（芳香成分１０
）の流れを絞り、加速させ、ユーザーの鼻孔付近に指向性を持たせて着実に芳香成分１０
を到達させることができ、また、噴出孔５に設けた弁６により芳香成分収納部８内部の芳
香成分１０が噴出孔５から自然に放出されることを防ぐことができるので、少量の香料９
で効率よく香りをユーザーに供給（噴出）することが可能となり、より効果的で経済的な
香りテスター１を実現することができる。
【００５９】
　［実施形態２］
　次に、図４及び図５を参照して、実施形態２を説明する。図４（Ａ）は本発明の実施形
態２に係る香りテスターの斜視図、図４（Ｂ）は図４（Ａ）の側部断面図のＶ方向の断面
図、図４（Ｃ）は図４（Ａ）のＶＩ方向（噴出孔方向）の断面図である。図５（Ａ）は本
発明の図４の容器本体の内部容積が変化した場合を示す図、図５（Ｂ）は図５（Ａ）のＶ
ＩＩ方向の断面図、図５（Ｃ）は図５（Ａ）のＶＩＩＩ方向（噴出孔方向）の断面図であ
る。
【００６０】
　香りテスター２１の容器本体２２は、中空の円筒形の第１容器部材２３及び円形の蓋状
の第２容器部材２４ａ、及び円形の底面状の第３容器部材２４ｂとからなり、蓋状の第２
容器部材２４ａには噴出孔２５が設けられ、噴出孔２５は開閉可能な弁２６で塞がれてお
り、容器本体２２の円筒形内部側には誘導部２７が設けられる。また、容器本体２２の内
部には円筒形の密閉空間として、芳香成分１０を密閉する芳香成分収納部２８が形成され
ている。
【００６１】
　第１容器部材２３は、略円筒形で構成され、第１容器部材２３の円筒部内側には誘導部
２７が設けられている。
【００６２】
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　第１容器部材２３は中空の円筒形の形状を有し、外力によって押圧され変形しても、自
力で元の形状に戻る自己復元性を有し、且つ、香料が容器本体外部に浸潤・漏出しない素
材であるポリプロピレンやポリエチレン等の耐薬品性のある合成樹脂や弾力性のあるゴム
、合成ゴム等の素材を用いて作られると好適である。また、香料２９を第１容器部材２３
の芳香成分収納部２８側の内壁面に塗布又は付着させる構成を採用することにより、香料
２９の担体としての機能を持たせても良い。
【００６３】
　また、芳香成分収納部２８側の内壁面を香料２９が含浸可能な素材で構成し、香料の含
浸体としての機能を持たせても良い。但し、その場合は第１容器部材２３の外側を香料、
油及び水分が浸潤・漏出せず、且つガスバリア性のあるアルミやアルミ蒸着フィルム等で
覆う必要がある。
【００６４】
　また、第１容器部材２３の芳香成分収納部２８側の内壁面を、不整面や凹凸、溝等を設
けることにより、香料２９を塗布、付着又は含浸させ易い構造にすると好適である。
【００６５】
　第２容器部材２４ａは、容器本体２２の蓋状の形状を有し、噴出孔２５、弁２６及び、
芳香成分収納部２８側の内壁面には誘導部２７が設けられている。
　また、第３容器部材２４ｂは、容器本体２２の底面の蓋の形状を有している。
　第２容器部材２４ａ及び第３容器部材２４ｂは、香料２９が容器本体２２の外部に漏出
しない素材であるポリプロピレン、ポリエチレン等の耐薬品性のある合成樹脂等の素材を
用いて作られると好適である。また、自己復元性を有する素材であることが望ましく、第
１容器部材２３と同一の素材を用いても良い。
【００６６】
　また、第２容器部材２４ａ及び第３容器部材２４ｂの芳香成分収納部２８側の内壁面を
香料２９が含浸可能な素材で構成し、香料の含浸体としての機能を持たせても良い。但し
その場合は第２容器部材２４ａ及び第３容器部材２４ｂの外側を香料、油及び水分が浸潤
、漏出せず、且つガスバリア性のあるアルミ箔やアルミ蒸着フィルム等で覆う必要がある
。
【００６７】
　また、第２容器部材２４ａ及び第３容器部材２４ｂの芳香成分収納部２８側の内壁面を
、不整面や凹凸、溝等を設けることにより、香料２９を塗布、付着又は含浸させ易い構造
にすると好適である。
【００６８】
　なお、第１容器部材２３、第２容器部材２４ａ及び第３容器部材２４ｂの接合は、例え
ば、第１容器部材２３のそれぞれの端部に、第２容器部材２４ａ及び第３容器部材２４ｂ
をキャップのようにネジ式で嵌合する（図示せず）方法、第１容器部材２３のそれぞれの
端部と第２容器部材２４ａ及び第３容器部材２４ｂの縁部に接合用の溝を設け嵌合する方
法（図示せず）、及び、第１容器部材２３のそれぞれの端部に、第２容器部材２４ａ及び
第３容器部材２４ｂを接着する（熱溶着等）方法、等、容器本体２２の内部に円筒形の密
閉空間である芳香成分収納部２８が形成される接合方法であれば、限定することなく何れ
の接合方法を用いても良い。
【００６９】
　噴出孔２５は、噴出孔５と同様の構成を有している。すなわち、噴出孔２５は、第２容
器部材２４ａに貫通して設けられた孔で、第２容器部材２４ａと一体成形した薄膜の弁２
６を有し、容器本体２２が外力による押圧等で内部容積の変化を生じた際は、芳香成分収
納部２８に揮散している芳香成分１０を第２容器部材２４ａに貫通して設けられた噴出孔
２５から容器本体２２の外部に排出し、第１容器部材２３が外力を排除した際に自力で元
の形状に復元する場合には、外部の空気を芳香成分収納部２８に吸い込む機能を有する。
噴出孔２５は、誘導部２７により前記筒形状のうち前記芳香成分１０の流れを収斂させる
位置に配置する。つまり、噴出孔２５は芳香成分１０の流れを収斂させる位置であれば、
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第２容器部材２４ａの何れの位置に設けても良い。或いは、図６に示すように、香りテス
ター２１を横方向に使用して、噴出孔２５を第１容器部材２３の何れの位置に設けるよう
にしても良い。
【００７０】
　弁２６は、噴出孔２５を塞ぐように、第２容器部材２４ａと一体成形で設けられた薄膜
の弁である。なお、弁２６は弁６と同様な構成、機能を有しているので、詳細な説明は省
略する。
【００７１】
　なお、図４（Ｂ）及び図５（Ｂ）に示す弁２６は、噴出孔２５を左右２枚の弁で塞いで
開閉する構造を説明しているが、噴出孔２５を１枚の弁で塞いで開閉する構造等、特に限
定するものではない。また、弁２６は、第２容器部材２４ａと一体成形で設けられた構造
について説明しているが、弁２６を第２容器部材２４ａと別体で成型し、噴出孔２５を塞
いで開閉可能に設けるようにしても良い。
【００７２】
　誘導部２７は、誘導部７と同様に、第１容器部材２３の内壁面に形成され芳香成分収納
部２８の一部を構成すると共に、容器本体２２が押圧されて内部容積の変化が生じた際に
芳香成分収納部２８に揮散している芳香成分１０の流れを噴出孔２５に向けて収斂させる
機能を有する。誘導部２７の形状は、図４（Ｂ）及び図４（Ｃ）に示す様に、第１容器部
材２３の第３容器部材２４ｂ側端部から、第２容器部材２４ａの端部までの間、及び、第
２容器部材２４ａの端部から噴出孔２５までの間に設けられる。また、誘導部２７の芳香
成分収納部２８側にも、香料２９を塗布することにより、香料２９の担体としての機能も
有する。この場合、誘導部２７の担体となる面を、不整面や凹凸、溝等を設けることによ
り、香料２９を塗布又は付着させ易い構造にすると好適である。
【００７３】
　誘導部２７は、容器本体２２の何れの位置が変形して内部容積の変化が起こった場合で
も、芳香成分１０を、噴出孔２５に向けて収斂させることができる機能を有している。誘
導部２７は、噴出孔２５に向けて芳香成分１０を収斂させることで、濃度を高めた芳香成
分１０を噴出孔２５から噴出することが可能となる。
【００７４】
　特に第２容器部材２４ａの端部から噴出孔２５までの間は芳香成分１０が流れやすいよ
うに、傾斜を付けて噴出孔２５に流れを収斂させることができるように成形することが望
ましい。
【００７５】
　芳香成分収納部２８は、図４（Ｂ）に示すように、第１容器部材２３の端部と、第２容
器部材２４ａの縁部及び第２容器部材２４ｂの縁部とが密着されて囲まれて設けられた円
筒形の密閉空間である。芳香成分収納部２８内部には、香料２９が揮発して生じた芳香成
分１０が浮遊する。そして容器本体２２が押圧されて内部容積の変化が生じた際は、当該
芳香成分収納部２８が押圧され、内部の揮散している芳香成分１０が誘導部２７に誘導さ
れて芳香成分収納部２８の唯一の開口部である噴出孔２５に収斂され、放出される。
【００７６】
　香料２９は、前述の香料９と同じ物で良く、詳細な説明を省略する。
【００７７】
　次に、香りテスター２１の容器本体２２が外力を加えられて内部容積の変化が生じる際
の動作について図５（Ａ）乃至（Ｃ）を用いて説明する。
【００７８】
　図５（Ａ）乃至（Ｃ）は、容器本体２２の第１容器部材２３に外力が加えられた状態を
示す図である。容器本体２２に外力が加わり芳香成分収納部８が押圧されると、芳香成分
収納部２８の容積に変化が生じ、芳香成分１０を含む芳香成分収納部２８内部の空気が押
し出され、誘導部２７に誘導されて、円筒の頂上部分に設けられた噴出孔２５に収斂され
、そして放出される。
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【００７９】
　このとき、芳香成分１０を含む空気の流れは、図５（Ｂ）及び図５（Ｃ）に示すように
、第１容器部材２３の誘導部２７及び第２容器部材２４ａの誘導部２７に誘導されつつ、
１回～複数回にわたって第１容器部材２３と第２容器部材２４ａの誘導部２７に衝突や接
触を繰り返して、噴出孔２５に向かって流れることで、誘導部２７（第１容器部材２３及
び第２容器部材２４ａ）の内壁面に塗布された香料２９からさらに芳香成分１０を拾い、
包含することで、芳香成分１０の濃度を増しつつ噴出孔２５に収斂され、弁２６を押し開
き、芳香成分１０を含む空気は噴出孔２５からユーザーに向けて供給（噴出）される。
【００８０】
　このように、本発明の香りテスター２１から噴出される芳香成分１０は高濃度となるの
で、容器本体２２に入れておく香料２９の使用量は極めて少なくて良く、結果として製造
コストを抑えることができるので、効果的で経済性の高い香りテスター２１となる。
【００８１】
　また、噴出孔２５の孔径を小さくすることで、噴出孔２５から噴出する香り（芳香成分
１０）の流れを絞り、加速させ、ユーザーの鼻孔付近に指向性を持たせて着実に芳香成分
１０を到達させることができ、また、噴出孔２５に設けた弁２６により、芳香成分収納部
２８内部の芳香成分１０が噴出孔２５から自然に放出されることを防ぐことができるので
、少量の香料で効率よく香りをユーザーの鼻孔に供給（噴出）することが可能となり、よ
り効果的で経済的な香りテスター２１を実現することができる。
【００８２】
　［実施形態３］
　次に、本発明の実施形態３について、図７（Ａ）及び図７（Ｂ）を用いて説明する。実
施形態３は実施形態２の第２容器部材２４ａ及び第２容器部材２４ｂを変形したものであ
る。
【００８３】
　図７（Ａ）に示す香りテスター３１ａは、容器本体３２ａとして、第１容器部材３３ａ
及び底状の第２容器部材３４ａからなり、第１容器部材３３ａの底面部側の開口部の端部
とを第２容器部材３４ａの縁部とで密着し、第１容器部材３３ａの上側の端部３４ｂを、
シールや熱可塑性による封印等により密着し噴出孔３５ａを容器本体３２ａに設けた構造
である。この構造では、第１容器部材３３ａの上側の端部３４ｂをシールや熱可塑性によ
って封印とすることで、第２容器部材３４ａと同等の部材を省略することができる。
【００８４】
　図７（Ｂ）に示す香りテスター３１ｂの容器本体３２ｂは、第１容器部材３３ａからな
り、第１容器部材３３ａの開口部の両端をシールや熱可塑性による封印等により密着し、
噴出孔３５ｂを容器本体３２ｂに設けた構造である。この構造では、第１容器部材３３ａ
の端部３４ｃ、３４ｄの両方をシールや熱可塑性によって封印することで、第２容器部材
３４ａ、３４ｂと同等の部材を省略することができる。
【００８５】
　なお、香りテスター３１ａ、３１ｂの何れも、弁３６ａ、３６ｂ（図示せず）、及び誘
導部３７ａ、３７ｂ（図示せず）を実施形態２と同様に設置される。容器本体３２ａ、３
２ｂの何れの位置が変形して内部容積の変化が生じた場合でも、芳香成分１０を、噴出孔
３５ａ、３５ｂに向けて収斂させることができる機能を有しているので、容器本体３２ａ
、３２ｂの内部で揮発して生成される芳香成分１０は誘導部３７ａ、３７ｂ（図示せず）
で噴出孔３５ａ、３５ｂに向けて誘導され、収斂されて、噴出孔３５ａ、３５ｂから供給
（噴出）することができる。
【００８６】
　［実施形態４］
　次に、本発明の実施形態４について、図８（Ａ）乃至（Ｃ）を用いて説明する。図８（
Ａ）は本発明の実施形態４に係る容器本体の斜視図、図８（Ｂ）は図８（Ａ）のＩＸ方向
の断面図、図８（Ｃ）は本発明の図８（Ｂ）の容器本体の内部容積が変化した場合を示す
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断面図である。実施形態４は、前記実施形態１乃至実施形態３の香料９，１９，２９に代
えて、香料を多孔質のビーズやスポンジ等に含浸させた担体４９を使用する例である。
【００８７】
　香りテスター４１の容器本体４２は、中空の円筒形の第１容器部材４３及び円形の蓋状
の第２容器部材４４ａ、及び円形の底面状の第３容器部材４４ｂとからなり、蓋状の第２
容器部材４４ａには噴出孔４５が設けられ、噴出孔４５は開閉可能な弁４６で塞がれてお
り、容器本体４２の円筒形内側には誘導部４７が設けられる。また、容器本体４２の内部
には円筒形の密閉空間として、香料を含浸する担体４９を密閉する芳香成分収納部４８が
形成されている。
【００８８】
　誘導部４７は、誘導部７、２７と同様に、第１容器部材４３の内壁面に形成され芳香成
分収納部４８の一部を構成すると共に、容器本体４２が押圧されて内部容積の変化が生じ
た際に芳香成分収納部４８に格納された香料を含浸した担体４９から揮散する芳香成分１
０の流れを噴出孔４５に向けて収斂させる機能を有する。誘導部４７の形状は、図８（Ｂ
）及び図８（Ｃ）に示す様に、第１容器部材４３の第３容器部材４４ｂ側端部から、第２
容器部材４４ａの端部までの間、及び、第２容器部材４４ａの端部から噴出孔４５までの
間に設けられる。
【００８９】
　誘導部４７は、容器本体４２の何れの位置が変形して内部容積の変化が生じた場合でも
、芳香成分１０を、噴出孔４５に向けて収斂させることができる機能を有している。誘導
部４７は、噴出孔４５に向けて芳香成分１０を収斂し、噴出孔４５から弁４６を押し開い
て芳香成分１０を噴出してユーザーの鼻孔に供給（噴出）することが可能となる。
【００９０】
　実施形態４のその他の構成は、実施形態２と同様の構成であるので、詳しい説明は省略
する。
【００９１】
　図８（Ｃ）は、容器本体４２の第１容器部材４３に外力が加えられた状態を示す図であ
る。第１容器部材４３は外力により容器本体４２が押圧されると、芳香成分収納部４８の
容積に変化が生じ、芳香成分収納部４８内部の空気と共に芳香成分１０が誘導部４７に誘
導されて、第２容器部材４４ａに設けられた噴出孔４５に収斂され、外に放出される。
【００９２】
　また、噴出孔４５の孔径を小さくすることで、噴出孔４５から放出される芳香成分１０
を絞り、加速させ、指向性を持たせて離れているユーザーの鼻孔に着実に芳香成分１０を
到達させることが可能となり、少量の香料で効率よく香りユーザーに供給（噴出）するこ
とが可能となり、より効果的で経済的な香りを訴求することができる。
【００９３】
　［実施形態５］
次に、本発明の実施形態５について説明する。実施形態５は、前記実施形態１乃至実施形
態４の変形例であり、香りテスターの外装に関するものである。
【００９４】
　図９（Ａ）は、実施形態１の変形例であり、香りを持つ実際の商品（製品）のボトルデ
ザイン（容器）の形状に似せて、香りテスター１の第１容器部材３の誘導部７の一部分を
立体成形したものである。誘導部７の外装として、広告を印刷、シール、ラッピング等で
装飾したものであり、あたかも実際の製品のミニチュアのように展示し、香りテスターと
しての嗅覚的効果のみならず、視覚的効果も得ることができる。また、図９（Ａ）の第１
容器部材３の一部分を立体成形せずに、容器本体に実際の商品（製品）のボトルの形を印
刷したり、シール、ラッピング等で加飾してもよく、第２容器部材４の表面に広告を表示
しても良い。
【００９５】
　図９（Ｂ）は、実施形態２及び実施形態４の変形例であり、香りを持つ実際の商品（製
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品）のボトルデザインを香りテスター２１、４１の外装に、写真やイラストを、印刷、シ
ール、ラッピング等で加飾したものである。また、図９（Ｃ）は、第１容器部材２３全体
を実際の製品の容器を模した形状に成形し、印刷、シール、ラッピング等で装飾を施し、
実際の商品（製品）のボトルデザインに似せて装飾した例を示している。
【００９６】
　このように香りテスターを実際の商品（製品）に似せて、あたかも実際の商品（製品）
のボトルデザインのミニチュアの様に立設させて展示することにより、当該香りテスター
による広告は、嗅覚的効果のみならず、視覚的効果も得ることができる。
　［実施形態６］
【００９７】
　次に、本発明の実施形態６について説明する。実施形態６は、実施形態２の容器本体２
２を２以上組合せた香りテスターである。図１０（Ａ）乃至（Ｅ）を参照して説明する。
図１０（Ａ）乃至（Ｃ）の香りテスター２２１は、香りテスター２１を２個組合せたもの
であり、図１０（Ｄ）の香りテスター３２１は香りテスター２１を３個組合せたものであ
り、図１０（Ｅ）の香りテスター４２１は香りテスター２１を４個組合せた実施例を示す
図である。
【００９８】
　図１０（Ａ）の香りテスター２２１は、容器本体２２２Ａの第３容器部材２２４Ａと、
容器本体２２２Ｂの第３容器部材２２４Ｂとを接続したものである。図１０（Ｂ）は、図
１０（Ａ）のＸ方向での断面図である。第３容器部材２２４Ａと、第３容器部材２２４Ｂ
との接続は接着剤、熱変形等による接合で良い。
　容器本体２２２Ａ、２２２Ｂは、容器本体毎に噴出孔２２５Ａ、２２５Ｂ、誘導部、及
び香料がそれぞれ分離しており、容器本体２２２Ａの一端に、噴出孔２２５Ａ、他端に第
３容器部材２２４Ａとそれぞれの端部に設けられている。噴出孔２２５Ｂも同様である。
第３容器部材２２４Ａと、第３容器部材２２４Ｂを接合することで、噴出孔２２５Ａ、２
２５Ｂは、香りテスター２２１の最も離間する位置に設けることにより、前記香料が噴出
孔２２５Ａ、２２５Ｂから放出される際に、異なる香料の匂いが混ざることを防ぐ事が出
来る。
【００９９】
　図１０（Ｃ）は、図１０（Ｂ）の他の例を示す図である。容器本体２２２Ｃと、容器本
体２２２Ｄは、第３容器部材２２４Ｃを共有して使用している。第３容器部材２２４Ｃの
一枚で２つの香りテスター２２１の底部を共有する構成とすることにより、作成原料、作
成費用を削減することができる。
【０１００】
　図１０（Ｄ）の香りテスター３２１は香りテスター２１を３個組合せたものであり、３
個の容器本体３２２Ａ、３２２Ｂ、３２２Ｃのそれぞれの第３容器部材３２４Ａ、３２４
Ｂ、３２４Ｃは連結部材３３０に接続されている。連結部材３３０は、香りテスター２１
と同じ材質でも異なる材質でも良く、中空でも、中身が詰まった状態でも良い。また、連
結部材３３０は、第３容器部材３２４Ａ、３２４Ｂ、３２４Ｃと一体形成しても良いし、
取り外し可能に別体で形成しても良い。
　噴出孔３２５Ａ、３２５Ｂ、３２５Ｃもまた、香りテスター３２１の容器本体３２２Ａ
、３２２Ｂ、３２２Ｃそれぞれの端部で最も離間する位置に設けられていることにより、
前記香料を噴出時に異なる香料の匂いが混ざることを防ぐ事が出来る。
【０１０１】
　図１０（Ｅ）の香りテスター４２１は香りテスター２１を４個組合せたものであり、４
個の容器本体４２２Ａ、４２２Ｂ、４２２Ｃ、４２２Ｄのそれぞれの第３容器部材４２４
Ａ、４２４Ｂ、４２４Ｃ、４２４Ｄは連結部材４３０に接続されている。連結部材４３０
は、香りテスター２１と同じ材質でも異なる材質でも良く、中空でも、中身が詰まった構
造でも良い。また、連結部材４３０は、第３容器部材４２４Ａ乃至４２４Ｄと一体形成し
ても良いし、取り外し可能に別体で形成しても良い。
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　噴出孔４２５Ａ、４２５Ｂ、４２５Ｃ、４２５Ｄもまた、香りテスター４２１の容器本
体４２２Ａ、４２２Ｂ、４２２Ｃ、４２２Ｄのそれぞれの端部で最も離間する位置に設け
られていることにより、前記香料を噴出時に異なる香料の匂いが混ざることを防ぐ事が出
来る。
【０１０２】
　このように、図１０（Ａ）乃至（Ｅ）に示す香りテスターは、容器本体を少なくとも２
以上組合せ、容器本体毎に香料、前記噴出孔、及び誘導部がそれぞれ分離しており、前記
噴出孔は、他噴出孔と相互に最も離間する位置に設けることにより、前記香料を噴出時に
異なる香料の匂いが混ざることを防ぐ事が出来る。
　また、前記容器本体毎に香料を変えることで、複数の香りを試すことができる。なお、
容器本体毎に同じ香料を入れても良い。また、１つの香りテスターで、複数の香料を運搬
、管理等をすることができる。
【０１０３】
　なお、図１０（Ａ）乃至（Ｅ）に記載の香りテスターは、それぞれの噴出孔を最も離間
する位置に配置し、噴出時に異なる香料の匂いが混ざることを防ぐのに好適な位置に配置
した例を示しているが、例えば、容器本体を平行に並べて接続する等、容器本体を複数組
み合わせた香りテスターであれば、特に個数、接続方向等を限定するものではない。
【０１０４】
　［その他使用例］
　次に、本発明の前記実施形態１乃至実施形態５に係る香りテスターの使用例として、香
りテスターの設置部材に関するものについて説明する。以下、図１１（Ａ）乃至（Ｆ）及
び図１２（Ａ）乃至（Ｄ）を参照して、各実施形態の設置部材としての係止用突起部の例
を示す。
【０１０５】
　図１１（Ａ）は、実施形態１に係る香りテスター１の使用例であり、香りテスターの設
置部材としての係止用突起部５１ａと、係止用突起部５１ａを貫通した孔である係止用孔
５２ａとを香りテスター１に設けるように成型したものである。係止用孔５２ａには、紐
状体５３ａを貫通させて、紐状体５３ａ（各種素材の紐、鎖、等）の反対側の端部を商品
棚等の展示場所に固定する。香りテスター１を紐状体５３ａで展示場所に固定することに
より、香りテスター１の展示場所が明確になり、香りテスター１の使用後は元の展示場所
に返しやすくなる等、展示場所の香りテスター１が整理整頓し易くなると同時に、香りテ
スター１がどの商品（本品）のテスターなのかを明示することができる。また、香りテス
ター１が紐状体５３ａで展示場所に固定されているので、紛失防止や、持ち去り等の盗難
防止の効果も得られる。
　また、係止用突起部５１ａは、香りテスター１の第２容器部材４と一体で成型しても良
いし、又は第２容器部材４に代えて、第１容器部材３と一体で成型しても良い。
　係止用突起部５１ａの材質は、第１容器部材３及び第２容器部材４と同一の材質が好適
である。第１容器部材３、第２容器部材４に設ける係止用突起部５１ａの位置は、芳香成
分収納部８が噴出孔５に収斂され、弁６が開き、ここから芳香成分１０が外部に放出され
る動作（図２（Ｂ）に示す）の妨げにならなければ、どのような位置に係止用突起部５１
ａを設けても良い。
【０１０６】
　図１１（Ｂ）は、実施形態１に係る香りテスター１の別の使用例であり、香りテスター
１の内部の誘導部７（図１（Ｂ）に示す）に干渉しない位置に、第１容器部材３と第２容
器部材４とを両方を貫通する様に係止用孔５２ｂを成型したものである。
【０１０７】
　図１１（Ｃ）は、実施形態２に係る香りテスター２１の使用例であり、係止用突起部５
１ｃを香りテスター２１に設け、係止用突起部５１ｃを貫通して係止用孔５２ｃを設ける
ように成型したものである。係止用突起部５１ｃは第１容器部材２３又は第２容器部材２
４ａの何れに連続して成型するようにしても良い。
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　また、実施形態４に係る香りテスター４１（図８（Ａ）乃至（Ｃ）参照）も図１１（Ｃ
）と同様に、係止用突起部を第１容器部材４３又は第２容器部材４４ａの何れに連続して
成型するようにしても良い。
　図１１（Ｄ）は、実施形態３に係る香りテスター３１ａの使用例であり、香りテスター
３１ａの端部３４ｂに係止用突起部５１ｄを設け、係止用突起部５１ｄを貫通して係止用
孔５２ｄを設けるように成型したものである。
　図１１（Ｅ）は、実施形態３に係る香りテスター３１ｂの使用例であり、香りテスター
３１ｂの端部３４ｂを大きく成型して、直接端部３４ｂに係止用孔５２ｅを成型したもの
である。
【０１０８】
　図１１（Ｆ）は、実施形態５の図９（Ｃ）の使用例であり、メガネ形状や８の字形状の
係止用突起部５１ｆ（５１ｆ１、５１ｆ２）を作成し、実際の商品（製品）のボトルデザ
インに似せて装飾した香りテスター２１の第１容器部材２３の、噴出孔２５が突出する第
１容器部材２３ａの部分に、係止用突起部５１ｆ１を嵌め込み、反対側の端部の係止用突
起部５１ｆ２に紐状体５３ｆを貫通させるように設けたものである。また、係止用突起部
５１ｆ１を、第１容器部材２３ａと一体で成型するようにしても良い。
【０１０９】
　このように、図１１（Ａ）乃至（Ｆ）に示すように、香りテスターに係止用突起部と係
止用孔とを設け、係止用孔に紐状体を貫通させて、紐状体の反対側の端部を商品棚等の展
示場所に固定すると好適である。
【０１１０】
　図１２（Ａ）乃至（Ｄ）は、香りテスター２１の他の使用例を示す例である。図１２（
Ａ）及び（Ｂ）は実施形態２の使用例であり、係止用突起部５４ａを香りテスター２１の
第２容器部材２４ａの水平方向に延長して設けるように成型したものである。又は、図１
２（Ｃ）に示すように、係止用突起部５４ｂを第１容器部材２３に連続して成型するよう
にしても良い。そして、図１２（Ｄ）に示すように、係止用突起部５４ａには、展示棒５
５の一端を接続し、展示棒５５の他端を展示場所（展示台６０）に固定する。展示棒５５
は樹脂製の薄い板、針金等の弾力性を有する素材が好ましく、これにより、香りテスター
２１は展示場所の前に宙づりの状態で展示することができる。このような展示によって顧
客に対する商品のインパクトを与えることができる。また、紛失防止や、持ち去り等の盗
難防止の効果も得られる。
【０１１１】
　また、図１３（Ａ）乃至（Ｄ）は、香りテスター２１の他の使用例を示す例である。
図１３（Ａ）乃至（Ｄ）は実施形態２の使用例であり、係止用突起部５４ｃを香りテスタ
ー２１の第２容器部材２４ａの水平方向に延長して設けるように成型したものである。係
止用突起部５４ｃに、Ｌ字型に形成された展示用延長部５６ａ、５６ｂを接続して、展示
場所（展示台６０ａ、６０ｂ）に設置する。
【０１１２】
　図１３（Ａ）に示すように、係止用突起部５４ｃには、係止孔５４ｃ１、５４ｃ２が設
けられる。係止孔５４ｃ１、５４ｃ２は、係止用突起部５４ｃを貫通していても、半貫通
の状態でも良い。係止孔５４ｃ１、５４ｃ２を２か所設ける例を説明したが、１以上の任
意の数を設ければよい。
　係止用突起部５４ｃに接続される、逆Ｌ字型に形成された展示用延長部５６ａ、５６ｂ
について説明する。展示用延長部５６ａは、逆Ｌ字型の一端に設けられた平坦部５７ａに
突起部５８ａ１、５８ａ２を有する。突起部５８の数は、係止孔５４Ｃ１と同数に設ける
と良い。また、逆Ｌ字型の一端である展示用脚５９ａは、直線状に伸びて設けられる。展
示用脚５９ａの長さは、展示内容に最適な任意の長さで良い。
　係止用突起部５４ｃにＬ字型に形成された展示用延長部５６ａを接続する際は、係止孔
５４ｃ１、５４ｃ２にそれぞれ突起部５８ａ１、５８ａ２を嵌め込んで固定する。そして
、図１３（Ｂ）に示すように、展示用脚５９ａを展示台６０ａに挿したり、置いたりする
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ことにより、香りテスター２１を展示することができる。また、展示用脚５９ａを展示台
６０ａは容易に分離できるように、固定しなくても良い。
【０１１３】
　次に図１３（Ｃ）を参照して、他の形状の展示用延長部５６ｂの例を説明する。
展示用延長部５６ｂは２つの逆Ｌ字型の一端に設けられた平坦部５７ｂ１、５７ｂ２を有
しており、それぞれ突起部５８ｂ１乃至５８ｂ４を有する。
　係止用突起部５４ｃにＬ字型に形成された展示用延長部５６ｂを接続する際は、
平坦部５７ｂ１、５７ｂ２の間に、係止用突起部５４ｃを挟み込み、係止用突起部５４ｃ
に設けた係止孔５４ｃ１、５４ｃ２にそれぞれ上下から突起物５８ｂ１乃至５８ｂ４を嵌
めこみ、固定する。このように上下から固定することで、より強固に係止用突起部５４ｃ
と展示用延長部５６ｂを接続することができる。
　図１３（Ｄ）に示すように、展示用脚５９ｂを展示台６０ｂに挿したり、置いたりする
ことにより、香りテスター２１を展示することができる。また、展示用脚５９ａを展示台
６０ａは容易に分離できるように、固定しなくても良い。
　また、展示台６０、６０ａ、６０ｂは展示場所に合せて任意の形状にしても良い。
【０１１４】
　このように、図１２（Ａ）乃至（Ｄ）及び図１３（Ａ）乃至（Ｄ）に示すように、香り
テスターに係止用突起部を設け、係止用突起部と、展示棒・展示用延長部の一端を接続さ
せて、また展示棒・展示用延長部の他端を商品棚等の展示台（展示場所）に固定すると好
適である。また、係止用突起部及び展示棒・展示用延長部の材質等は香りテスターと同一
か、金属、紙製、木材等でもよく、特に限定するものではない。また、係止用突起部及び
展示棒・展示用延長部の形状、大きさ、設置位置も、上述の例に限定するものではなく、
状況に応じて適宜変更しても良い。
【０１１５】
　また、香りテスターの他の使用例について説明する。
　上述の実施形態１乃至実施形態６で示したように、本発明は、香水、化粧品、洗剤、芳
香剤、消臭剤、トイレタリー製品、防虫剤等香りを持つ商品の香りを、購入者がそれらを
購入する前に試すことができる香りテスターとしての発明であるが、耳鼻咽喉科等の医療
機関や検査機関で人（被験者）の嗅覚レベルを測定・診断する際に用いられる嗅覚テスタ
ーとして使用することもできる。また、様々な香りを内包した複数の前記嗅覚テスターを
作り、それらを交互に用いて香りを嗅ぐ訓練をすることで、老化や病気で衰えた嗅覚を取
り戻すための嗅覚のトレーニングに使用することができる。
【０１１６】
　嗅覚テスターとして使用する場合でも、当該香りテスターは、噴出孔に向けて収斂した
高濃度の芳香成分を、小さな噴出孔から加速させ、且つ指向性を持たせて離れている被験
者の鼻孔に向けて直接噴出することが可能なため、空中に在る他の匂いと混ざる可能性が
低く、被験者の嗅覚レベルを正確に測定・診断することができる。
【０１１７】
　また、噴出孔が非常に小さいことから、嗅覚テスターとして使用する場合でも、被権者
一人あたりの香料の使用量を極めて少量に抑えることができ、且つ香料の無駄がないこと
から、嗅覚テスターの製造コストを低く抑えることができるため、被験者の経済的な負担
を軽減することが可能となる。
【０１１８】
　本発明は、その本質的特性から逸脱することなく数多くの形式のものとして具体化する
ことができる。よって、上述した実施形態は専ら説明上のものであり、本発明を制限する
ものではないことは言うまでもない。
【符号の説明】
【０１１９】
１　　香りテスター
２　　容器本体
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３　　第１容器部材
４　　第２容器部材
５　　噴出孔
６　　弁
７　　誘導部
８　　芳香成分収納部
９　　香料
１０　芳香成分
１１　香りテスター
１２　容器本体
１３　第１容器部材
１４　第２容器部材
１５　噴出孔
１６　弁
１７　誘導部
１８　芳香成分収納部
１９　香料
２１　香りテスター
２２　容器本体
２３　第１容器部材
２４ａ　第２容器部材
２４ｂ　第３容器部材
２５　噴出孔
２６　弁
２７　誘導部
２８　芳香成分収納部
２９　香料
３１ａ、３１ｂ　香りテスター
３２ａ、３２ｂ　容器本体
３３ａ　第１容器部材
３４ａ　第２容器部材
３４ｂ　端部
３５ａ、３５ｂ　噴出孔
３６ａ、３６ｂ　弁
３７ａ、３７ｂ　誘導部
４１　香りテスター
４２　容器本体
４３　第１容器部材
４４ａ　第２容器部材
４４ｂ　第３容器部材
４５　噴出孔
４７　誘導部
４８　芳香成分収納部
４９　担体
５１、５１ａ～５１ｆ、５１ｆ１、５１ｆ２　係止用突起部
５２、５２ａ～５２ｆ　係止用孔
５３、５３ａ～５３ｆ　紐状体
５４ａ、５４ｂ、５４ｃ　係止用突起部
５４ｃ１、５４ｃ２　　係止孔
５５　　展示棒
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５６ａ、５６ｂ　展示用延長部
５７ａ、５７ｂ１、５７ｂ２　　平坦部
５８ａ１、５８ａ２、５８ｂ１～５８ｂ４　　突起部
５９ａ、５９ｂ　展示用脚
６０ａ、６０ｂ　展示台
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